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     In 1988, during my first visit to Ja-
pan, the Center for American Studies
at the University of Tokyo made me
welcome.  I was then serving as presi-
dent of the American Studies Associa-
tion, and had been invited, by Profes-
sor Nagayo Homma and others, to of-
fer a keynote address to the annual
meeting of JAAS in Kobe.  It was for
me a memorable visit.
     Over the years I have returned to
Japan four more times.  With colleagues
from JAAS, particularly Fumiko Fujita,
more recently we  developed the JAAS-
Organization of American Historians
Program of Short-Term Residencies
which brings historians of the U.S. to
three Japanese universities each year.
This program has also been funded by
the Japan-U.S. Friendship Commission.
      When, in 1990, I was in the early
stages of writing the book that became

No Constitutional Right to Be Ladies:
Women and the Obligations of Citizen-
ship  (New York:  Hill & Wang, 1998),
the Center for American Studies invited
me to speak about my work.  I offered
a draft of the chapter on women and
jury service in the United States.  Dur-
ing the question period a Japanese col-
league said skeptically that although my
account was interesting, he would ap-
preciate my comments on why Ameri-
cans had such faith in juries.  He
thought it was self-evident that judges
trained in the law would  be better and
more reliable.  His was a probing ques-
tion which I had never been asked in
an American setting, and it gave me
much to think about.  It is indeed an
American article of faith, and my ef-
forts to answer his question improved
my work.
     Therefore it seemed appropriate
that when the book was finished, I
bring it back to the Center to present it
there.  I am very grateful for the hospi-
tality of the Center in hosting a semi-
nar last December, chaired by Profes-
sor Yasuo Endo, and attended by stu-
dents and faculty from several univer-
sities in Tokyo and by Lois Helmbold,
Fulbright Professor this year at Tsuda
College.  This time the discussion fo-
cused on my book as a whole, and
particularly on concepts of the obliga-
tions of citizenship.
    It is by now well established that
the history of rights in the U.S. is a
braided narrative.  In No Constitutional
Right to Be Ladies, I consider five dis-
tinct obligations that have been im-
posed on citizens in the U.S. and the
different historical experiences of men
and women in fulfilling them.  Two
obligations are shared with all inhabit-
ants:  the obligations of paying taxes

and avoiding vagrancy. Two are occa-
sionally also imposed on resident aliens:
the obligation to serve on juries and
the obligation to risk one's life in mili-
tary service.  Only citizens bear the
obligation to refrain from treason.
    Differences in women's and men's
experience of obligation have not oc-
curred, I think,because women have
been shielded from obligation and
burden.Rather in the old law of domes-
tic relations, which Americans inher-
ited from England and only slowly re-
vised over the course of two centuries,
husbands stood between the married
woman and state power.  The married
woman was not free of obligation; she
owed her obligations to her husband.
     The claim that women were free of
obligation to the state was, I now con-
clude, hypocritical.Although much has
changed,  some elements of the old
law still hide in our law today - in the
law of citizenship, immigration and
naturalization, and, particularly, in tax
law.  The movement for same-sex mar-
riage has been a movement to claim
for same-sex partnerships the privileges
which the old law of domestic relations
granted to husbands.The issues which
I first found in the experience of the
generation of the American Revolution
remain alive in the present.
     The CAS Seminar ended in a lively
discussion that compared concepts of
the obligations of citizenship in the U.S.
and Japan.  I learned a great deal from
it and I am very grateful for the colle-
gial welcome that the Center extended.
I look forward to continuing collegial
exchange.

Linda Kerber:May Brodbeck Professor in the Liberal
Arts and professor of history at the University of Iowa.
She is a former president of the ASA and the OAH.



2

“Rights
Consciousness and
‘The Labor Question’ ”

リヒテンシュタイン研究会参加記

梅崎 透

FRONT PAGE

　ニューディール期以降の数十年間を，一
貫性をもった一つの時代としてとらえる見方
がある。労働運動がある程度の成功をおさめ
たとほぼ同時に'labor question'が急速にそ
の重要性を失ったのはなぜか。1930年代に
は階級的不平等に焦点を当てていたリベラ
リズムが，1960年代には人種的不平等へと
焦点をうつしたのはなぜか。これら二つの問
いはニューディール期以降の合州国史を把
握するあたって中心的な課題の一つとなっ
ている。1998年10月20日にヴァージニア大
学歴史学部のネルソン・リヒテンシュタイン氏
がおこなった講演は，まさにこの課題に正面
から取り組むものであった。
　リヒテンシュタイン氏はまず，20世紀を特徴
づけるもっともラディカルな立法として，1935
年のワグナー法と，1964年の公民権法をあ
げた。ワグナー法は，'labor question'への答
えとして制定されたものであった。一般に'la-
bor question'とは，単に労働と資本の関係を
改善するのみでなく，搾取，社会的不平等な
ど，民主的な社会関係への脅威を排除する
ことを意図して用いられることばである。ワグ
ナー法は労働者が自主管理に基づく団体交
渉を通じて，労働環境だけでなく，社会全体

のアジェンダに対して声を発する道筋を保
証したのだった。ここに「産業民主主義」が具
現されたのである。しかしながら，‘labor
question’は第二次世界大戦後，急速にその
問題の重要性を失い，団体交渉という手段
も徐 に々衰退した。このことは産業民主主義
がもはや役割を終えたことを示していた。リヒ
テンシュタイン氏はその原因として，産業民
主主義が個人ではなく，組織化された組合
集団を単位としていた点，そしてその対象か
ら黒人や女性をはじめとする多くのマイノリ
ティが除外されていた点をあげた。
　一方，1964年の公民権法は，人種，性にか
かわらず，個人を単位として，その市民とし
ての権利を保障するものとして制定された。
以後，さまざまな立法が個々人の権利を保護
するものとしてなされてきた。リヒテンシュタイ
ン氏は，ここにおいてアメリカのリベラリズム
がその焦点を，集合行為（ここでは労働組合
運動）から個人の権利保護へとシフトしたと
指摘した。そしてその結果，ジェンダーによる
差別等を含む，立法や行政の保護が及ばな
い新たな問題に対して，労働者が声をあげ
る手段を失い，その権利を守るシステムが形
式主義に陥る恐れがあることを指摘した。さ
らに，権利侵害の解決にあたることができる
のは国家機関のみであるが，その解決能力
にも限界があることが指摘された。
　セミナーでは，報告者に対し，同大学のア
イリーン・ボリス氏が女性史の立場からコメン
トし，議論を補った。また，フロアからはニュー
ディール期以降の南部における労使関係に
ついての質問などがなされ，活発に議論さ

れた。
　団体交渉を軸とする，いわゆる「ニュー
ディール型労使関係」を合州国において唯
一可能な労使関係と考え，その連続性を考
察する研究は1980年代の著しい労使関係
の変化をうけて盛んに行われてきた。リヒテ
ンシュタイン氏の報告は，自身も与するこの
観点に，個人の権利意識の高揚というもう一
つの流れに対する考察を加えることによっ
て，リベラリズムそのもののシフトというダイナ
ミズムをとらえた点におもしろさがあった。た
だ，報告者が40年代の労使関係を専門とし
ているだけに，そのシフト過程への踏み込ん
だ言及が欲しいところであった。
　一般に，ニューディール期以降の団体交
渉を軸とした労使関係を考察する議論に対
しては，国家による労使関係への干渉の是
非そのものを問うていないとの批判がある。
また，団体交渉の消滅は決して社会運動の
全般の消滅を意味しているわけでもない。
むしろ職場以外の場では，他の集合行為と
の相互作用をともなって民主的な社会関係
創出の努力が絶えず行われてきた。では，す
べての個人の権利保護が国家の「解決能
力」を超えるとき，集合行為は，いかなる形で
職場の「正常さ」を問うことができるのか。
ニューディール期以降の合州国おけるリベラ
リズムのシフトという大きな流れのなかで集
合行為のあり方を問うリヒテンシュタイン氏の
議論は，1960年代の社会運動を歴史的に位
置づけることを目指す自己の研究において
も大変興味深いものであった。

（うめざき とおる・一橋大学院）
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日米学術交流と
アメリカ研究セミナーの思い出

リンダ・カーバー

　1988年、東京大学のアメリカ研究資料センターは、初めて日

本を訪れた私を暖かく迎 えてくれました。その時、私はAmeri-

can Studies Association (ASA)の会長を務めて おり、本間長

世先生をはじめとする方々から、同年、神戸で行われた日本

アメリカ学会の年次大会で基調講演をしてくれないかという

依頼を受け、来日したのです。

　それ以降、日本には４回訪れる機会がありました。最近では

日本アメリカ学会の方 と々、JAAS-Organization of American

Historians Program of Short-Term Residenciesを発足させ

ました。この件に関しては、特に藤田文子先生には労を取っ

て頂きました。これは毎年、我が国のアメリカ史研究者を日本

にある３つの大学に派 遣するためのプログラムで、同じく日米

友好基金の援助を受けております。助成期間 の最終年度で

ある今年は、今後いかにこのプログラムをより良いものにして

いくのか 、将来の姿を模索しております。

　No Constitutional Right to Be Ladies: Women and the
Obligations of Citizenship (New York: Hill & Wang, 1998)
というタイトルで、昨年出版された本 の執筆を始めたばかりの

1990年、アメリカ研究資料センターより、その研究について の

講演依頼を受けました。そこで私は、その時点ではまだ草稿

段階だったこの本の中 から、アメリカ合衆国における女性と

陪審員制度についての章を選び、お話をしまし た。講演後の質疑

応答の時、ある日本人研究者が、あなたの話は興味深かったけれ

ど 、なぜアメリカ人は陪審員制を信頼するのか教えて欲しい、と質

問しました。法律を 勉強してきた裁判官の方が優れているから、

的確な判断を下せるのは自明のことであ り、従って陪審員制を採

用していない日本の裁判制度の方が、アメリカのものよりも 優れ

ているのではないか、というのが彼の考えでした。これは、私がア

メリカでは一 度も受けたことの無い質問であり、陪審員制度につ

いてあらためて考えるきっかけと なりました。それはまさにアメリカ

の信条に関わる問題であり、彼の質問に対する答 えを模索する過

程で、私の研究はさらに深まっていったのです。

　それゆえに、この本が出版された暁には、アメリカ研究資料セン

ターにこれを持ち帰 り、進呈することは当然のことのように思えま

した。昨年12月にその機会がおとずれ ましたが、その際、センター

がこの本の研究について講演する機会を設けて下さった ことに、

感謝いたします。セミナーでは、私の本の全体像、特に市民として

の義務の 概念についてお話しました。

　アメリカの「権利の歴史」が、単純なひとつのナラティヴで構成さ

れるものではない ことは既に広く知られていますが、「義務の歴

史」も存在するのだということは、ま だあまり理解されていません。

ここで言う「義務」とは、州政府が「市民」に対して 課し、それに従

わない者を罰することのできるものです。この「義務の歴史」という

視点から見ても、男性と女性とでは異なった歴史体験をしてきまし

た。No Constitutional Right to Be Ladiesの中で私は、アメリカ市
民に課せられた5つの異 なった「義務」について考察し、男性と女

性がその「義務」を満たす存在となってい く、それぞれの歴史体験

を分析しました。このうちの2つ、「納税の義務」と「勤労 の義

務」はすべての住人に課せられていました。「陪審員になる義

務」と「兵役につ き、命を危険にさらす義務」は、まれに外国人

にも課せられることがありました。最 後の「国家に反逆しない

義務」は、市民にだけ課せられていたものです。

　女性と男性の「義務」に対する歴史的な体験の相違は、イ

ギリスから持ち込まれ、ア メリカ人が2世紀もの時間をかけて

徐 に々変えていった、家族関係を規定した昔の慣 習法から派

生したものだと考察します。その法では、既婚女性と国家権力

との間をつ ねに夫が仲介しているのです。しかし、女性は義

務を免除されていたのではなく、夫 に対して仕えるという義

務を負っていたのです。「女性は国家への義務を免除されて

いるのだ」という主張は偽善的であった、と私は結論づけまし

た。こうした差別的な 昔の法の要素が、今日の我々の法律に

も、なお見え隠れします。例えば、市民権や、 移民と帰化に関

する法、そして特に税に関する法律などです。

　アメリカ研究資料センターでの講演は、アメリカと日本にお

ける市民としての「義務 」について活発に比較、討論すること

で幕を閉じ、私はこの議論から多くのことを学 びました。アメ

リカ研究資料センターで受けた歓待を心より嬉しく思います。

今後も 、こうした研究の交流が継続されることを期待しており

ます。 　　　訳：砂田 恵理加（すなだ えりか・東京大学嘱託）

リンダ・カーバー：メイ・ブロドベック・プロフェッサー・イン・ザ・

リベラル・ア ーツ。現アイオワ大学歴史学部教授。米国アメリ

カ学会元会長。アメリカ史学会元会長 。



メルヴィル批評の
現在

マロヴィッツ研究セミナー参加記

舌津 智之
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　1998年10月23日、米国メルヴィル協会の
前会長、サンフォード・マロヴィッツ教授をアメ
リカ研究資料センターに迎えて講演会が行
われた。ハーマン・メルヴィルというアメリカ
文学史上の巨人をめぐる講演とあって、（筆
者を含め）学外からの飛び入り参加も数多
く、会議室は満席となる盛況ぶりであった。メ
ルヴィル研究は今、フォークナー研究となら
び、多岐にわたるアメリカ文学研究の中で
も、とりわけ日米の学術交流がめざましい分
野である。マロヴィッツ教授は、日本のメル
ヴィル研究誌『スカイホーク』に寄稿した最初
の海外研究者でもあり、越境する日米のメル
ヴィル批評をグローバルに見守ってこられた
貴重な存在である。
　近年、アメリカ本国では、メルヴィルの新し
い評伝が相次いで出版され、文学作品の背
後にある伝記的・歴史的文脈の意味づけを
めぐって種々の議論が交わされている。（こ
れについては、『英語青年』1998年12月号に
掲載された加藤雄二氏による書評を参照さ
れたい。）マロヴィッツ教授の講演は、このよ
うな状況をふまえつつ、『タイピー』や『白鯨』
を書いた青年メルヴィルではなく、『ビリー・
バッド』を書いた晩年のメルヴィルに注目し、
老作家の脳裏に去来したであろう個人的な
記憶（息子の死、従兄弟の関わった海軍の
反乱事件）や当時の彼の読書体験（バル
ザック、ショーペンハウアー、ウィリアム・ディー
ン・ハウエルズ、英国詩人ジェイムズ・トムソン
など）を手がかりに、ビリーとヴィア船長をめ
ぐる寓話の実証的な解読を試みるもので
あった。この議論は、少なくとも潜在的に、老
い（エイジング）とジェンダーの問題系をメル
ヴィル批評に導入するものであると同時に、
通常ロマンティシズムの残照とみなされる
『ビリー・バッド』をリアリズム／自然主義とい
う同時代の文脈に置き直すという意味にお
いて非常に斬新な試みである。
　さらに議論を掘り下げるならば、そのような
自然主義的決定論・宿命観とダーウィニズム
の関係についても新たな様相が見えてくる
だろう。『ビリー・バッド』と並ぶメルヴィル晩年
の最重要作『クラレル』では、ダーウィンに一
度ならず直接の言及があることは注目に値
する。『白鯨』や「魔の島々」を執筆当時の若
きメルヴィルが意識した進化論言説につい

ては、日本でも巽孝之氏の『恐竜のアメリカ』
に詳しいが、年老いた詩人メルヴィルの目に
映ったダーウィン像に光を当てるとき、信仰と
（性）科学の狭間に揺れたロマンティック・リ
アリストの逆説的世界観がはじめて立体化
するはずだ。
　ともあれ、マロヴィッツ教授の長いメルヴィ
ル研究歴に裏打ちされた老練の洞察は、し
かしながら高齢を全く感じさせない教授の溌
剌とした語り口とあいまって、出席者に良質
の刺激と新鮮な感銘を与えてくれたと思う。
アメリカ研究と文学研究の実り多き交わりの
場を今後とも切に望みたい。

（ぜっつ ともゆき・東京学芸大助教授）

　去る1998年11月10日、私は、アメリカ研究
資料センター主催、ハワイ大学アメリカ研究
科助教授のマーク・ヘルブリング氏の講演
会に参加した。近年のアフリカ系アメリカ人
研究では、カルチャラル・スタディーズやポス
ト・コロニアル・スタディーズの挑戦を受け、従
来のように「黒人」と言う存在を所与のものと
して扱うことに対する批判が繰り広げられて
いる。その中で、"Recent Issues in African
American Studies"と題された講演の中で、
ヘルブリング氏が、現在のアフリカ系アメリカ
人研究が直面する問題をいかなる切り口で
整理づけするのか、私にはたいへん興味深
いところであった。
　ヘルブリング氏の講演は、アフリカ系アメリ
カ人のヒストリオグラフィーを整理することか
ら始まった。アフリカ系アメリカ人が直面して
いる問題点は「ニグロとアメリカ人の両方」
であること、と語ったＷ・Ｅ・Ｂ・デュボイスの有
名な一節を冒頭に引用しながら、ヘルブリン
グ氏は、講演の目的がデュボイスが提起した
問題点の（史的）変化であるとした。
　主題の「近年の諸問題」に関して、ヘルブ
リング氏は、その諸問題を四つのカテゴリー
にわけて考えている。その一つは、奴隷の社
会史研究であるJohn Blassingame のThe
Slave Community、言語学の側からのデコン
ストラクションを試みているHenry Louis
GatesのThe Signifying Monkeyであるとす
る。かつてのliberal scholarshipでは、奴隷制
度とはナチの強制収容所に例えられており、
BlassingameのThe Slave Community とい

うタイトル自体が、liberal scholarshipに対す
る挑戦であるとヘルブリング氏は指摘した。
また、ジェンダーを中心に据えてアフリカ系ア
メリカ人の文化を理解しようとする試みが二
番目の問題点として指摘され、そこでは
Gloria NaylorやToni Morrison、bell hooks
の業績が例として引き合いにだされた。さら
に第三の問題点として、黒人のディアスポラ
的アイデンティティ形成を問題としている
Paul Giloryなどの研究が上げられ、そこでは
文化を隔て「境界」自体が問題にされている
と紹介された。最後に問題点としてあげられ
たのが、黒人の文化を文化的にハイブリッド
なものであるという視点からなされている研
究であり、そこではGeorge Hutchinsonや
Keith Richbergの業績が例としてあげられ
た。
　近年の「諸問題」に対しては、網羅的に解
説がなされ、講演参加者は複雑多岐を極め
てきているアフリカ系アメリカ人研究の動向
に対する理解を深めることができたと思われ
る。しかしながら、これら四つの諸問題は単に
並列されるだけに終わってしまい、一体何が
「諸問題」の核心にあるのかの説明がなされ
なかった点に私は不満を憶えた。もっとも講
演の主題がIssuesと複数形であることを考え
れば、私の不満はないものねだりなのかも知
れないが、少なくともヘルブリング氏自身が
行っている研究の上で、四つの列挙された
諸問題の中で、どれが深刻な問題提起を
行っているのかは説明があってもよかった
のではなかろうか。
　その講演後、質疑応答に入ったが、そこで
の議論は「人種」というカテゴリーが社会的
構築物でありなんら実態をもっていないこと
に対して、参加者の関心が集まった。そこで、
アフリカ系アメリカ人研究など人種の研究を
行っているものが今や共通の認識としてい
る「人種」というカテゴリーの不確からしさに
対して、一般の公衆は未だに人種というカテ
ゴリーを疑おうとはしていないというギャップ
が指摘されたが、この問題はアフリカ系アメリ
カ人研究しているものにとって決して看過
できない問題であると思われる。ヘルブリン
グ氏は、母親がタイ人で父親がアフリカ系ア
メリカ人のタイガー・ウッズなどの存在を人種
の虚偽性を表す例としてあげていたが、そ
れでもおそらく多くの日本人はウッズのこと
を「黒人」として認識するだろう。ポスト・モダ
ンと言われる状況の中で、「人種」に関する
議論は精緻を極めてきているが、その成果
を公衆といかに分かち合うかは、講演の中
では、答らしきものが出てこなかったが、回避
することができない問題であるだろう。

（ふじなが やすまさ・東京大院）
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ヘルブリングセミナー参加記

社会的構築物と
しての「人種」

藤永 康政
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Ⅰ．研究会

テーマ　　　　　　　　　　　　

Postfeminism: An Unlikely Solution

Randall Jarrell Represents:
Poems about the Visual Arts

Reflections on American
and Asian American Studies

This Little Light of Mine:
A Study of African-American Quilters

United States Poverty and
the Urban Underclass

カリブ広域移民プロジェクト報告会
「ロンドンとトロントのジャマイカ人コミュニティ」

「クレオール文化とミドルクラス：
ブラジル、サルヴァドル市の調査から」

Rights Consciousness
and 'The Labor Question"

Melville's Billy Budd: Romantic Legacies

Recent Issues in African American Studies

Documenting the American Institutions

No Constitutional Right to Be Ladies:
Women and the Obligations of Citizenship

ロシアのアジア太平洋政策研究の現状

Inbetween Peoples: Race, Nationality,
and the New Immigrant Working Class

共催者

日本アメリカ学会

日本アメリカ学会

日本アメリカ学会

日本アメリカ学会

日本アメリカ学会

日本アメリカ学会

日本アメリカ学会

日本アメリカ学会

日本アメリカ学会

東京大学大学院総合文化研究科
表象文化論専攻

文部省科研費
「米国・太平洋変動」文化接触・融合班

文部省科研費
「米国・太平洋変動」総括班

日本アメリカ学会

期日/会場

1998.5.12
アメリカ研究資料センター

1998.5.20
アメリカ研究資料センター

1998.6.8
アメリカ研究資料センター

1998.6.8
アメリカ研究資料センター

1998.6.30
アメリカ研究資料センター

1998.7.15
アメリカ研究資料センター

1998.10.20
アメリカ研究資料センター

1998.10.23
アメリカ研究資料センター

1998.11.10
アメリカ研究資料センター

1998.11.16-17
東京大学教養学部図書館視聴覚ホール

1998.12.1
アメリカ研究資料センター

1999.2.3
アメリカ研究資料センター

1999.3.18
アメリカ研究資料センター

司会

Sandra Lucore

遠藤 泰生

瀧田 佳子

遠藤 泰生

矢口 祐人

遠藤 泰生

遠藤 泰生

遠藤 泰生

矢口 祐人

佐藤 良明

遠藤 泰生

油井 大三郎

遠藤 泰生

講師/所属機関/職

Elizabeth W. Joyce
／Edinboro Univ. of Pennsylvania

Michael R. Hinds
東京大学

Gary Okihiro
Cornell Univ.

Patricia Turner
Univ. of California, Davis

Richard A. Colignon
東京大学

遠藤 泰生
東京大学

高橋 均
東京大学

Nelson Lichtenstein, Eileen Boris
Univ. of Virginia

Sanford E. Marovitz
Kent State Univ.

Mark Helbling
Univ.of Hawaii

Frederick Wiseman
Documentary Filmmaker

Linda Kerber
Univ.of Iowa

Konstantin O. Sarkisov
ロシア科学アカデミー東洋学研究所

James R. Barrett
Univ.of Illinois

Ⅱ．第5回公開シンポジウム

「グローバリゼーションとアメリカ文化」
日時：1998年11月28日
場所：教養学部13号館1323教室
挨拶：大森 彌（東京大学大学院総合文化研究科長）
報告：西垣 通（東京大学社会科学研究所教授）

松本 健（公正貿易センター所長）
山本 吉宣（東京大学大学院総合文化研究科教授）
佐藤 良明（東京大学大学院総合文化研究科教授）

司会：油井 大三郎、能登路 雅子

国際化と普遍性／遠藤 泰生
　ヒト・モノ・カネが大陸、国境を越え、世界を活発に

移動するようになった現在、国民国家の枠組みに挑

戦する問題が、政治、経済、文化など様々の局面で論

じられるようになった。とくに、経済の活力をとりもどし

たアメリカ合衆国が主導する、市場開放、情報ネット

ワークの整備、大衆消費文化の世界大の普及は、そ

れらに対抗する文化ナショナリズムの新たな台頭をも

たらし、効率、利潤、快適などの原理が支配するグ

ローバリゼーションが今後もこの速度で進行するとは

限らないことを示唆している。世界を覆うこの新たな

動きの底に合衆国の“普遍主義”をどうとらえるかとい

う問題が横たわることは、アメリカ研究者の多くが認

めるところであろう。もちろん、グローバリゼーションが

世界のアメリカ化を指すのか、世界の西洋化を指す

のか、あるいはそれらとは全く別の事態を指すのか、

予測はまだ立たず、個別文化の帰趨と世界大の文明

の接触の両側面を視野に収めたうえで、これからの

地域研究者は自己の研究を掘り下げなければならな

くなっている。以上の問題関心のもとセンターは、言語

情報、通商交渉、政治システム、ポピュラー・カル

チャーの各分野で発言を続けている４人の講師をセ

ンターに招き、1998年度の公開シンポジウムを開い

た。

　当日はまず西垣通氏が、国家の成立に先んじてメ

ディアが想像の共同体を築き上げた近代の歴史に触

れ、インターネットという新たなメディアが情報における

国境の存在を脅かす現在、国家の統一を脅かすとさ

れる多文化主義すらその意味を問い直されつつある

との報告を行った。続いて松本健氏は、通商問題が

二国間より他国間の交渉で解決する時代となった歴

史を振り返りつつ、しかし、グローバリゼーションの時

代を生き抜く鍵はジェネラリストの育成にあると強調し

た。山本吉宣氏は、世界の政治システムが今後いか

に編成され得るかを鮮やかにモデル化して説明し

た。しんがりに佐藤良明氏が、戦後日本のポピュ

ラー・ソングがアメリカン・ポップスの受け売りに終始

したわけではないことを、自らもメロディーを口ずさみ

つつ賑やかに報告した。これらの報告に対し、文化の

雑種性や言語政策の細部にわたる質問、あるいはま

た、相互依存に支えられないグローバリゼーションは

そもそも形容矛盾であり、アメリカの一人勝ちとも言わ

れる昨今の状況を憂うといった発言が、多数の聴衆

からなされた。

　最後に、グローバリゼーションとナショナライゼーショ

ンの両方を考慮した複合的な視点を持ち、そこから今

後のアメリカ研究の方向を打ち出すことが必要であ

ることを各講師が強調し、200名を越す聴衆を集めた

シンポジウムの幕を閉じた。マスコミ、メディアで、グ

ローバルスタンダードなどといった言葉が濫用される

現在、その現状と問題点をもう少し精緻に見つめ直

す必要があることを訴えかける時宜を得たシンポジウ

ムであった。
（えんどう やすお・アメリカ研究資料センター助教授）

Ⅲ．研究プロジェクト紹介

（1）クレオールの視点から見た環カリブ広域移

　  民研究（代表：遠藤 泰生）

（2）アメリカニゼーションの国際比較

　  （代表：油井 大三郎）

（3）文部省科学研究費補助金・特定領域（Ｂ）

　  「アジア太平洋の構造変動における米国の

　  位置と役割に関する総合的研究」

　  研究代表者:油井 大三郎

Ⅳ．出版活動

『CASニューズレター』
（第2巻第1号1998年9月刊行、第2巻第2号1999年3月刊行）
『東京大学アメリカン・スタディーズ』
（第4号1999年3月31日刊行予定）
アメリカ研究資料センター アメリカ研究叢書：
五十嵐 武士著
『日米関係と東アジア　歴史的文脈と未来の構想』
（東京大学出版会 1999年3月刊行）


